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る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
「
袴
田
事
件
」
の
報
道
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

現
在
再
審
請
求
審
係
属
中
の
刑
事
事
件
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
全
面
的
証
拠
開
示
」
を
内
容
と
す
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
侵
害
、
罪
証
隠
滅
、
証
人
威
迫
等
の
弊
害
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
や
、
国
民
一
般
か
ら
捜
査
へ
の
協
力
を
得
る
こ

と
が
困
難
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
再
審
請
求
事
件
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
「
全
面
的
証
拠
開
示
」
を
内
容
と
す
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て

も
、
や
は
り
関
係
者
の
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
の
弊
害
等
同
様
の
問
題
が
あ
る
上
、
再
審
が
通
常
の
刑
事
裁
判
手
続

を
尽
く
し
て
確
定
し
た
有
罪
判
決
を
覆
す
非
常
救
済
手
続
で
あ
り
、
再
審
請
求
事
件
の
手
続
が
公
判
手
続
と
異
な
る
構
造
を

有
し
て
い
る
こ
と
等
を
も
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一



五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
現
在
訴
訟
係
属
中
、
ま
た
再
審
請
求
審
係
属
中
の
事
件
に
か
か
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
答
弁
」
を
含
む
、
個

別
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
お
尋
ね
に
対
す
る
答
弁
に
お
い
て
は
、
憲
法
第
七
十
六
条
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
七
条
及
び
第
五
十
三
条
、
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
等
の
趣

旨
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


